
１　計画策定の趣旨と位置付け

　　※「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」
　　　（平成１８年厚生労働省告示第３９５号。以下「国の指針」といいます。）

第５次呉市障害者基本計画，第６期呉市障害福祉計画及び第２期呉市障害児福祉計画（案）について

令和２年１２月 民生委員会行政報告資料

福 祉 保 健 部

第５次呉市長期総合計画

○ 第３次健康くれ２１

○ 呉市高齢者福祉計画

○ 第８期介護保険事業計画

○ 第２期呉市子ども・子育て支援事業計画

整合

第５次呉市障害者基本計画

（計画期間：令和３～８年度）

第６期呉市障害福祉計画

第２期呉市障害児福祉計画

（計画期間：令和３～５年度）

現在の呉市障害者基本計画等は令和２年度で計画期間が満了するため，令和３年度からの「第５次呉市障害者基本計画」，

「第６期呉市障害福祉計画」及び「第２期呉市障害児福祉計画」を策定します。

(１) 趣旨

◇ 呉市障害者基本計画 ： 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関する基本的な計画

〔障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１条第３項〕

◇ 呉市障害福祉計画 ： 障害福祉サービスの提供体制の確保等業務の円滑な実施に関する計画

〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」といいます。）第８８条第１項〕

◇ 呉市障害児福祉計画 ： 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保等の円滑な実施に関する計画

〔児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３３条の２０第１項〕

(３) 位置付け

(２) 期間

【本市の関連計画】

障害者基本法

障害者総合支援法

児童福祉法

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

第５次呉市障害者基本計画

第６期呉市障害福祉計画
第２期呉市障害児福祉計画

次期計画期間計画期間：令和３～５年度

計画期間：令和３～８年度

国
の
指
針※
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２　現計画（第４次呉市障害者基本計画，第５期呉市障害福祉計画及び第１期呉市障害児福祉計画）の進捗状況等
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（１）呉市の障害者の現状等

ア 障害者数（総数）
（人）

イ 障害福祉サービス等支給決定者数

(２) 計画の取組状況

※ 障害者手帳所持者数。数値は平成２９年度～令和元年度が３月末時点，

令和２年度は７月末時点。

ア 数値目標（主なもの）

ア 身体障害者数は減少傾向，知的障害者数及び精神障害者数

は増加傾向にあります。
※３障害すべてを折れ線グラフで表した場合，知的と精神の線が重なってしま

うため，身体のみ棒グラフで表しています。

イ 障害福祉サービス及び障害児通所支援の支給決定者数は，

どちらも増加傾向にあります。

（ア）福祉施設入所者数の削減は，達成が困難な状況となっています。原

因については，施設入所者が安心して地域で暮らすための支援体制や

周囲の障害者への理解がいまだ充分でないことが考えられます。引き

続き，障害者の地域生活への移行，移行後の生活を支援するための体

制づくりに努める必要があります。

（ウ）地域生活支援拠点等の整備については，令和元年５月から「まるご

とネット呉」という名称で設置しています。

（イ）福祉施設から一般就労への移行者数と，就労移行支援事業利用者数

及び就労移行率３割以上の就労移行支援事業所数は，どれも目標に届

いていません。就労系サービスについては，平成２８年度から令和元

年度にかけて廃止又は規模を縮小した事業所が複数あり，それに伴い

利用者数も減少しており，サービスの提供体制が計画から大きく後退

しています。

改めて，サービス提供体制の確保を図る必要があります。
(ｳ)地域生活支援拠点等の整備 整備予定 整備済み

８０人 ３３人

就労移行率が３割以上の
就労移行支援事業所数

５か所 １か所

項　　　目 目標 実績
（令和元年度末時点）

数
　
値
　
目
　
標

(ｱ)福祉施設の入所者の
　 地域生活への移行

地域生活移行者数 ３０人 ２０人

入所者の削減者数 ７人 ２人増

(ｲ)福祉施設から一般就
   労への移行等

一般就労への移行者数 ４１人 １２人

就労移行支援事業利用者数

（人）
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イ・令和元年度と令和２年度の数値は，同行援護などの外出支

援や短期入所などで，新型コロナウイルス感染症の影響によ

り利用時間（量）が減っています。

・居宅介護は見込みを上回り，おおむね横ばいで推移してい

ます。

・就労移行支援と就労継続支援Ａ型は，各年度で見込みを大

きく下回っています。

・計画相談支援は見込みを上回り，増加傾向です。

・放課後等デイサービスは見込みを上回り，増加傾向です。

ウ・障害者相談支援事業は，令和元年度から市内４か所で地域

生活支援拠点「まるごとネット呉」の相談対応を行っている

ため，見込みを上回っています。

・令和元年度と令和２年度の移動支援事業と日中一時支援事

業が見込みを下回った理由については，新型コロナウイルス

感染症が影響したことが考えられます。

イ 障害福祉サービス等のサービス量の見込みと実績（主なもの） ウ 地域生活支援事業のサービス量の見込みと実績（主なもの）

※ 実績は平成３０年度～令和元年度は３月実績，令和２年度は５月実績。

※ 実績は平成３０年度～令和元年度は３月実績，令和２年度は５月実績。

実　績 4 4 1

4,719 4,982 5,040

保育所等訪問支援
利用量 見込み 4 4 4

（人日／月）

0 0

放課後等デイサービス
利用量 見込み 4,073 4,507 4,925

（人日／月） 実　績

1,562

医療型児童発達支援
利用量 見込み 11 11 11

（人日／月） 実　績 0

児童発達支援
利用量 見込み 1,594 1,616 1,633

（人日／月） 実　績 1,754 1,915

実　績 191 212 251

（時間／月） 実　績 667 474 285

実　績 1,352 1,245

（人日／月） 10,768 11,099

（人日／月）

3,170

2,234

10,077

10,438

1,363

実　績

利用者数

障害児相談支援
利用者数 見込み 211 234

190

329 333 338

（人／月） 398 445

実　績

実　績

（人／月） 193 194 195

492

利用者数
共同生活援助

見込み

256

（人／月）

計画相談支援
見込み

184 187

Ｒ２年度

4,437

4,688

11,723

11,354

1,536

見込み

実　績

見込み

区分

見込み

実　績

見込み

実　績

見込み

705 611

11,507 11,837

671 671 671

694

短期入所
　（福祉型・医療型）

利用量 1,330 1,346

（人日／月）

2,221 2,326

就労継続支援Ｂ型
利用量 9,794 9,935

就労継続支援Ａ型
利用量 3,090 3,130

（人日／月）

見込み

828

項　　　目 単位 Ｈ３０年度 Ｒ元年度

居宅介護
利用時間数 4,311 4,374

就労移行支援
利用量 1,402 1,478

実　績

（時間／月） 4,652 4,715

生活介護
利用量 11,383 11,563

（人日／月）

同行援護
利用時間数 見込み

実　績 46 31

実　績 2 2

Ｒ２年度

見込み

見込み 2 2 2

4 4 4

実　績 3 7 7

区分 Ｈ３０年度 Ｒ元年度

移動支援事業

日中一時支援事業

意思疎通
支援事業

障害者相談支援事業
実施箇所
数(か所)

手話通訳者・要約筆
記者派遣事業

手話通訳者設置事業

（人／月）

実施箇所
数(か所)

（人日／月）

（時間／月）

利用者数

利用時間数

利用量

1,204

実　績 1,599 1,227 924.5

見込み 1,690 1,838 1,993

項　　　目 単位

2

見込み 40 40 40

24

見込み 1,563 1,584 1,606

実　績 1,621 1,763
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３　アンケート結果概要

(１) 調査対象者と調査方法，回収状況

調査は，市内に居住する障害者等を対象として，次のとおり実施しました。（調査期間：令和２年７月１日～７月２２日）

(２) アンケート調査結果（抜粋）／１８歳以上の障害者

ア 希望する暮らしを送るために，どのような支援が不足して

いると思いますか。（複数回答）
イ 外出するときに困ることはなんですか。（複数回答）

（Ｎは有効回答者数,以下同じ）

※ 実績は平成３０年度～令和元年度は３月実績，令和２年度は５月実績。

32.4

36.6

23.0

28.6

8.5

14.6

20.2

26.8

5.2

20.7

知的障害者

（N=213）

43.0

32.1

18.9

12.1

16.5

10.8

8.3

6.3

9.1

17.2

経済的な負担の軽減

困ったときの相談対応

障害者向け住宅の確保

人とのコミュニケーションに関する支援

適切な在宅医療ケア

食事の提供などの在宅サービス

地域住民の理解

家事やお金の管理などの生活訓練

その他

無回答

身体障害者

（N=703）

53.8

39.1

19.6

23.9

9.2

15.2

15.2

13.6

6.0

10.9

精神障害者

（N=184）

（％）

21.7

8.1

12.1

6.6

14.6

15.2

15.2

16.2

13.1

8.1

11.1

24.7

知的障害者

（N=198）

18.9

25.5

17.1

21.7

16.2

16.3

6.0

5.2

5.5

5.5

16.5

18.6

公共交通機関が少ない

道路や駅に階段や段差が多い

外出にお金がかかる

外出先の設備が不便（通路，トイレ，エレベーターなど）

発作など突然の身体の変化が心配

電車やバスの乗り降りが困難

周囲の目が気になる

切符の購入や乗換えが難しい

困ったときに助けてもらえない

介助者が確保できない

その他

無回答

身体障害者

（N=650）

25.7

12.9

31.0

7.6

18.7

9.4

25.7

7.0

8.8

2.9

14

17.5

精神障害者

（N=171）

（％）

調査対象者 調査方法

身体障害者 郵送配布・回収

知的障害者 郵送配布・回収

精神障害者 郵送配布・回収

児　童 郵送配布・回収

調査対象者の抽出

１８歳以上の身体障害者手帳所有者の中から無作為抽出

１８歳以上の療育手帳所有者の中から無作為抽出

１８歳以上の精神障害者保健福祉手帳所有者の中から無作為抽出

１８歳未満の身体障害者手帳，療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
所有者及び通所受給者証所持者の中から無作為抽出（保護者が回答）

400 184

400 188

配布数（件） 有効回収数（件）

1,300 703

400 213

有効回収率（％）

54.1

53.3

46.0

47.0
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ウ 障害者が就労するために，どのようなことが必要だと思いま

すか（複数回答）

エ 支援を受けている主な家族の年齢について

カ 水害や地震などの災害時に困ることは何ですか。（複数回答）オ （差別や嫌な思いをしたことがある人に）どのような場面で

差別や嫌な思いをしましたか。（複数回答）

46.0

24.9

27.7

11.7

15.5

5.6

3.3

12.7

17.4

17.8

16.0

2.8

23.0

知的障害者

（N=213）

36.8

29.3

28.3

22.6

19.9

18.9

15.5

10.2

9.4

5.5

7.4

4.3

16.8

上司や同僚の障害者に対する理解

体調に応じた勤務時間や勤務日数の調整

通勤手段が確保されていること

具合が悪くなったときに気軽に通院できること

短時間勤務や少ない勤務日数で働けること

職場のバリアフリー

在宅勤務ができること

障害者のための職業訓練

仕事に関する職場外での相談対応，支援

支援機関による定期的なフォロー

職場で介助が受けられること

その他

無回答

身体障害者

（N=703）

39.7

44.0

25.5

31.0

32.6

4.3

15.2

20.1

15.8

12.0

2.7

2.2

12.0

精神障害者

（N=184）

（％）

59.7

43.4

14.7

22.5

13.2

17.8

6.2

4.7

1.6

1

2

3

4

5

知的障害者

（N=129）

46.4

31.0

35.7

31.0

15.5

6.0

3.6

14.3

3.6

1

2

3

4

5

精神障害者

（N=84）

（％）

36.4

48.1

21.6

14.8

20.5

12.7

9.2

9.2

2.8

学校・仕事場

外出中

仕事をさがすとき

住んでいる地域

病院など医療機関

余暇を楽しむとき

市役所・公共施設（図書館など）

その他

無回答

身体障害者

（N=283）

33.3

36.6

40.8

53.1

41.8

37.1

5.2

0.5

1.9

10.8

9.4

知的障害者

（N=129）

54.3

28.3

23.9

25.0

15.2

7.6

4.3

2.2

6.0

14.7

8.2

精神障害者

（N=84）

（％）

43.7

43.0

36.0

14.1

14.4

13.1

10.0

6.4

3.1

14.1

8.0

投薬や治療が受けられない

避難場所の設備（トイレ等）や環境が不安

安全なところまですぐに避難できない

周囲とコミュニケーションがとれない

被害状況や避難場所がわからない

救助を求めることができない

補装具や生活用具が入手できない

補装具の使用ができなくなる

その他

特にない

無回答

身体障害者

（N=283）

0.7

1.7

2.3

1.5

5.4

1.7

5.1

8.5

8.0

8.1

16.4

27.4

21.3

17.1

15.4

10.3

17.6

8.6

10.3

26.5

32.0

38.2

6.9

4.6

4.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

身体障害者

(N=597)

知的障害者

(N=175)

精神障害者

(N=136)

１８歳未満 １８～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳

６０～６４歳 ６５～６９歳 ７０歳以上 無回答 A
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ア お子さまが外出するときに困ることは何ですか。（複数回答） イ 保育・教育環境をよくするために，どのようなことが必要だと

思いますか。（複数回答）

エ （差別や嫌な思いをしたことがある人に）どのような場面で

差別や嫌な思いをしましたか。（複数回答）

ウ 望ましい暮らしを送るために，どのような支援が不足して

いると思いますか。（複数回答）

(４) アンケート調査結果（抜粋）／１８歳未満の障害児

18.4 

11.9 

11.9 

10.8 

9.7 

9.2 

8.6 

6.5 

5.4 

2.2 

28.1 

26.5 

周囲の目が気になる

切符の購入や乗換えが難しい

困ったときに助けてもらえない

外出にお金がかかる

外出先の設備が不便（通路，トイレ，エレベーターなど）

公共交通機関が少ない

電車やバスの乗り降りが困難

道路や駅に階段や段差が多い

発作など突然の身体の変化が心配

介助者が確保できない

その他

無回答

（N=185）

（％）

54.3 

51.1 

34.6 

30.3 

22.3 

21.8 

20.7 

12.2 

5.9 

4.8 

4.8 

3.7 

5.3 

1.1 

障害の状態や発達の課題に適した指導

教職員の障害や発達の課題への理解を深めること

児童発達支援や放課後等デイサービスの充実

学校の特別支援教育で特性に合った支援が受けられること

就学相談や進路相談を積極的に行うこと

施設，設備，教材の充実

子ども同士の理解を深める交流機会を増やすこと

学校に登校できないときも教育が受けられること

（不登校対応の教室での特別支援教育）

通常学級への受け入れを進めること

医療的なケアを受けられるようにすること

放課後児童会の充実

その他

特にない

無回答

（N=188）

（％）

55.3 

53.7 

52.1 

46.3 

33.0 

24.5 

6.4 

3.7 

5.9 

6.4 

困った時の相談対応

家事やお金の管理などの生活訓練

人とのコミュニケーションに関する支援

経済的な負担の軽減

地域住民の理解

障害者向け住宅の確保

食事の提供などの在宅サービス

適切な在宅医療ケア

その他

無回答

（N=188）

（％）

59.5 

51.1 

26.0 

14.5 

14.5 

9.2 

3.8 

3.1 

保育園・幼稚園・学校

外出中

レジャー施設・店舗

病院など医療機関

住んでいる地域

市役所・公共施設（図書館など）

児童発達支援・放課後等デイサービス

その他

（N=131）

（％）
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４　意見交換会の実施

(2) 概要

(1) 実施目的・内容

次期計画の「目標」等について，障害者の意見を反映させるための座談会形式の意見交換会を実施しました。

障害福祉課職員が各団体・事業所を訪問。現在の計画と，当該計画が何のために作られているかについて説明した後，参加者に理想的な障

害福祉の在り方や目指すべき呉の未来などについて，いくつかのテーマに沿って話し合ってもらいました。

【第１回】

実施日：令和２年９月１９日（土）１０：４５～１２：００

参加者：障害者とボランティアがパソコン教室や茶話会などの活動を

するサロンの参加者（２３名）

【第３回】

実施日：令和２年９月２８日（月）１０：００～１１：３０

参加者：地域活動支援センター利用者（２６名）

【第２回】

実施日：令和２年９月２０日（日）１０：３０～１２：００

参加者：知的障害者団体の会員とその家族（２９名）

【第４回】

実施日：令和２年９月２８日（月）１３：００～１４：３０

参加者：障害福祉サービス利用者及び当事者グループ※（１６名）

※障害者が自主的に集まり，自分たちの生活の向上や困り事の

解決などを目的に話し合い，活動するグループ。

(3) 当日出た意見（抜粋）

「重度障害者のためヘルパー不足が深刻化することで将来が不安」「偏見の目で見られる」

「行政の手続きが難しい。ひとりで行ったときには，手伝って欲しい」 等

「仕事がしたい。お金を稼ぐだけじゃなく，働いて自分も誰かの役に立ちたい」

「旅行に行きたい」「親孝行をしたい」「資格を取りたい」「ひとり暮らしをしたい」 等

「障害者をまちで見かけるのが当たり前に受容される社会になって欲しい」

「障害のあるなしに関わらず，いろいろな人が来たい，住みたいと感じられるまち」

「誰もが安心して暮らせるまち」「障害に理解ある人が増えて欲しい」

「障害者と健常者が，みんな平等で暮らせるまち」 等

困っていること

やってみたいこと

どんな呉市になって欲しいか

7 



５　主な課題・留意事項

調査及び日常の業務から見える主な課題・留意事項

（１）地域における生活の支援

（３）健康づくりへの支援

ア 乳幼児健診や保健相談指導による障害の早期発見と

育児支援の提供

イ アルコールや薬物，ギャンブル等の依存症対策を含

む精神保健福祉の推進

ウ 乳幼児期から思春期までの子どもとその保護者の不

安の解消 等

（２）就労支援の充実と雇用の促進

（４）特別支援教育の充実

ア 専門的知識を持つ人材の育成，確保

イ 障害の状態に応じた指導体制の構築

ウ 障害等に対する教職員の理解を深めるための取組

の推進

エ 教育・療育に関する情報提供の充実

オ 誰もが快適な学校生活を営むための教育環境の整備 等

（５）安全・安心に暮らせる生活環境の整備

ア 障害者と介護者に配慮した居住の場の確保

イ まちのバリアフリー化の推進

ウ 避難所のバリアフリー化など災害時支援体制の充実

エ 先進技術を利用した生活の質の向上 等

（６）共に支え合い参加する社会づくり

ア 障害者差別解消法の周知・啓発

イ 文化・スポーツ活動を通じた地域活動の提供

ウ 障害者団体への活動支援

エ 手話言語，情報コミュニケーション推進への取組

オ 障害に対する理解促進のための取組の推進

カ ケアラー（家族などの無償の介護者）に対する支援 等

ア 障害福祉サービス等の内容の充実や量の確保

イ 障害福祉サービス等の提供を担う人材の確保

ウ 地域生活支援拠点を始めとした総合的な地域の相談

窓口の充実

エ 乳児期から成人期まで，教育や福祉等が連携した途

切れることのない一貫した支援体制の構築 等

ア 働く意欲のある障害者のニーズ，特性に応じた就労

支援

イ 企業側への障害者雇用促進のための働き掛け

ウ 就労移行支援事業所及び就労継続支援Ａ型事業所の

確保と支援内容の充実

エ 就労継続支援B型事業所への工賃向上の取組

オ 就労に係る資格取得費用の一部を助成する制度 等
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６　第５次呉市障害者基本計画（案）の概要

(１) 計画の目標

【第５次呉市長期総合計画／将来都市像】
誰もが住み続けたい，行ってみたい，人を惹きつけるまち「くれ」

～イキイキと働き，豊かに安心して暮らし，ワクワク生きる～

【第５次呉市障害者基本計画／計画の目標 】
障害のある，ないにかかわらず，みんなが安心して暮らし，

学び，働き，交流し，挑戦できるまちの実現

(２) 計画の体系

（ア）サービス人材確保のための研修・連携等 【１－（１）－ア】

（イ）強度行動障害や高次脳機能障害に対する支援体制の充実と依存症対策【１－（１）ーア】

（ウ）特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備 【１－（１）－ア】

（エ）保育，保健医療，教育等の関係機関との連携 【１－（１）－ア】

（オ）発達障害児者に対する一貫した支援体制の構築 【１－（２）－ア】

（カ）ペアレントメンター事業の推進 【１－（２）－イ】

（キ）障害者就労促進のための資格取得への支援 【２－（１）－イ】

（ク）先進技術を利用した生活の質の向上 【５－（１）－ア】

（ケ）緊急時対応におけるネット１１９緊急通報システムの登録推進 【５－（３）－ア】

（コ）避難所のバリアフリー化等整備 【５－（３）－イ】

（サ）新型コロナウイルスを含む感染症対策 【５－（３）－イ】

（シ）障害者団体への活動支援 【６－（１）－イ】

（ス）障害者理解の推進 【６－（２）ーア】

（セ）障害者差別解消法の周知・啓発 【６－（２）－ア】

（ソ）手話言語条例，情報コミュニケーション条例の制定 【６－（２）－ア】

（タ）ケアラーへの支援 【６－（２）ーオ】

（チ）記者会見や市長メッセージを配信する際の手話通訳 【６－（３）－ア】

（ツ）議会傍聴での手話通訳者配置等の配慮 【６－（４）ーウ】

基本方針 施策の方針 取組の方針

１ 地域生活における

支援の充実

２ 就労支援の充実と

雇用の促進

３ 健康づくりへの支援

４ 特別支援教育の充実

５ 安全・安心に暮らせる

生活環境の整備

６ 共に支え合い参加

する社会づくり

（１）福祉サービス等の円滑な提供

（１）就労支援の充実

（１）健康づくりへの支援

（１）居住の場の確保

（１）特別支援教育の充実

（２）発達障害児・者に対する支援の充実

（３）相談支援体制の充実

（４）地域福祉の推進

（２）雇用の促進

（２）精神保健福祉の推進

（３）安全・安心の確保

（２）まちのバリアフリー化の推進

（４）行政サービスによる配慮

（３）情報アクセシビリティの向上

（２）障害への理解促進と権利擁護の推進

（１）地域活動等への参加の促進

ア 障害福祉サービス等の充実

イ 地域生活支援事業の推進

ウ その他のサービス等の充実

ア 相談支援の充実

イ 療育体制の充実

ア 身近な地域における相談支援の充実

イ 総合的な相談支援体制の構築

ア 包括的な支援体制の構築

イ ボランティアの育成，支援

ア 総合的な就労支援

イ 就労支援体制整備の推進

ア 市役所での雇用促進

イ 企業等での雇用促進

ア 疾病等の予防と健康づくりへの支援

イ 障害の早期発見

ウ 保健・医療サービスの充実

ア 精神科医療との連携

イ 精神障害者の地域生活の支援

ア 相談，指導体制の充実

イ 教育内容の充実

ウ 教育環境の向上

ア 住宅のバリアフリー化の推進

イ 市営住宅の整備の推進

ウ 共同居住施設の整備の推進

ア 公共施設のバリアフリー化

イ 公共交通機関のバリアフリー化

ウ 民間建築物のバリアフリー化

ア 緊急時の対応の充実

イ 災害時支援体制の充実

ウ 防犯対策の充実

エ 交通安全対策の充実

ア 文化・スポーツ活動の充実

イ 交流の支援

ウ 外出の支援

ア 障害に対する理解の促進

イ 権利擁護の推進

ウ 成年後見制度の周知・活用促進

エ 虐待の防止

オ ケアラーへの支援

ア 情報提供の充実

イ 意思疎通支援の充実

ア 窓口業務での配慮

イ 投票所での配慮

ウ 議会傍聴での配慮

次期計画に追加される新たな取組と対応する取組の方針

（ア）サービス人材確保のための研修・連携等 【１－（１）－ア】

（イ）強度行動障害や高次脳機能障害に対する支援体制の充実と依存症対策【１－（１）ーア】

（ウ）特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備 【１－（１）－ア】

（エ）保育，保健医療，教育等の関係機関との連携 【１－（１）－ア】

（オ）発達障害児者に対する一貫した支援体制の構築 【１－（２）－ア】

（カ）ペアレントメンター事業の推進 【１－（２）－イ】

（キ）地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築 【１－（４）ーア】

（ク）障害者就労促進のための資格取得への支援 【２－（１）－イ】

（ケ）先進技術を利用した生活の質の向上 【５－（１）－ア】

（コ）緊急時対応におけるネット１１９緊急通報システムの登録推進 【５－（３）－ア】

（サ）避難所のバリアフリー化等整備 【５－（３）－イ】

（シ）新型コロナウイルスを含む感染症対策 【５－（３）－イ】

（ス）障害者団体への活動支援 【６－（１）－イ】

（セ）障害者理解の推進 【６－（２）ーア】

（ソ）障害者差別解消法の周知・啓発 【６－（２）－ア】

（タ）手話言語条例，情報コミュニケーション条例の制定 【６－（２）－ア】

（チ）ケアラーへの支援 【６－（２）ーオ】

（ツ）記者会見や市長メッセージを配信する際の手話通訳 【６－（３）－ア】

（テ）議会傍聴での手話通訳者配置等の配慮 【６－（４）ーウ】
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７　第６期呉市障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画（案）の概要

(１)計画策定の趣旨

ア 障害福祉計画

第６期呉市障害福祉計画並びに第２期呉市障害児福祉計画は，障害者が自ら望む地域生活を営むことができるよう，国の指針に即して，

障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援を総合的かつ計画的に行えるよう，障害福祉サービス，相談支援，地域生活

支援事業，障害児通所支援等について，提供体制の確保に係る目標や必要な量の見込み等を定めるものです。

(２)計画に定める事項

障害福祉計画は，障害者総合支援法第８８条第２項及び同条第３項に基づき，次の事項について定めます。

ア 障害福祉サービス，相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

イ 各年度における指定障害福祉サービス，指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み

ウ 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

エ 指定障害福祉サービス，指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

オ 指定障害福祉サービス，指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関，教育機

関，公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項

イ 障害児福祉計画

障害児福祉計画は，児童福祉法第３３条の２０第２項及び同条第３項に基づき，次の事項について定めます。

ア 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項

イ 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量

ウ 指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

エ 指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関，教育機関その他の関係機関との連携に関する事項

（ア）サービス人材確保のための研修・連携等 【１－（１）－ア】

（イ）強度行動障害や高次脳機能障害に対する支援体制の充実と依存症対策【１－（１）ーア】

（ウ）特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備 【１－（１）－ア】

（エ）保育，保健医療，教育等の関係機関との連携 【１－（１）－ア】

（オ）発達障害児者に対する一貫した支援体制の構築 【１－（２）－ア】

（カ）ペアレントメンター事業の推進 【１－（２）－イ】

（キ）障害者就労促進のための資格取得への支援 【２－（１）－イ】

（ク）先進技術を利用した生活の質の向上 【５－（１）－ア】

（ケ）緊急時対応におけるネット１１９緊急通報システムの登録推進 【５－（３）－ア】

（コ）避難所のバリアフリー化等整備 【５－（３）－イ】

（サ）新型コロナウイルスを含む感染症対策 【５－（３）－イ】

（シ）障害者団体への活動支援 【６－（１）－イ】

（ス）障害者理解の推進 【６－（２）ーア】

（セ）障害者差別解消法の周知・啓発 【６－（２）－ア】

（ソ）手話言語条例，情報コミュニケーション条例の制定 【６－（２）－ア】

（タ）ケアラーへの支援 【６－（２）ーオ】

（チ）記者会見や市長メッセージを配信する際の手話通訳 【６－（３）－ア】

（ツ）議会傍聴での手話通訳者配置等の配慮 【６－（４）ーウ】
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(３) 主な成果目標

ア 福祉施設入所者の地域生活への移行

イ 福祉施設から一般就労への移行

※ 令和2年12月1日時点暫定値（今後軽微な変更がある可能性があります。）

福祉施設の入所者の地域生活への移行を進めます。

障害者の就労を推進し，「働きたい」「働き続けたい」障害者を支援します。

本市における数値 備　考

328人

②　令和5年度末入所者数目標 322人

③　削減者数の目標  6人 ・①－②

④　削減率 ・国の指針：①の1.6％以上

（令和元年度末→令和5年度末) ・③／①×100(％)

⑤　地域生活移行者数目標 20人

⑥　移行率 ・国の指針：①の6％以上

（令和元年度末→令和5年度末) ・⑤／①×100(％)

項  目

①　令和元年度末の入所者数

福祉施設入所者の削減目標

1.8%

福祉施設入所者の地域生活への移行者数目標
6.1%

目標 備　考

①　令和元年度移行者数 12人

②　令和５年度移行者目標数 16人

③　増加率 国の指針：1.27倍以上

（令和元年度末→令和５年度末) ②／①

④　令和元年度移行者数 6人

⑤　令和５年度移行者目標数 8人

⑥　増加率 国の指針：1.3倍以上

（令和元年度末→令和５年度末) ⑤／④

⑦　令和元年度移行者数 2人

⑧　令和５年度移行者目標数 3人

⑨　増加率 国の指針：1.26倍以上

（令和元年度末→令和５年度末) ⑧／⑦

⑩　令和元年度移行者数 - 未集計

⑪　令和５年度移行者目標数 5人 国の指針：1.25倍以上

⑫　②のうち就労定着支援事業利用者目標数 12人

⑬　構成比 国の指針：70％以上

（令和元年度末→令和５年度末) ⑫／②×100(％)

⑭　就労定着支援事業所数 5か所

⑮　⑭の内、就労定着率が８割以上の数 4か所

⑯　構成比 国の指針：80％以上

（令和元年度末→令和５年度末) ⑮／⑭×100(％)

就労定着支援事業所定着率目標

80%

就労継続支援A型事業による移行目標

1.5倍

就労継続支援B型事業による移行目標

就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者
のうち、就労定着支援事業利用率目標 75%

項  目

就労移行支援事業等を通じた移行者目標

1.3倍

就労移行支援事業による移行者数目標

1.3倍
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カ まるごとネット呉（呉地域生活支援拠点）による相談支援体制の充実・強化

エ 発達障害者支援の充実

ウ 障害児支援の提供体制の整備

相談支援体制の充実・強化に向けて，新たな取組を開始します。

発達障害者とその家族を支援します。

障害児及びその家族に対して，乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を進めます。

令和3年度 令和4年度 令和5年度

ペアレントトレーニング・ペアレントプログラム等受講者（人／年） 220 220 220

ペアレントメンター育成（人／年） 12 14 16

ピアサポート活動参加者（人／年） 10 10 10

見込量
項  目

オ 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための保健・医療・福祉を結ぶ包括支援体制の整備

精神障害者の地域における生活を支援します。

項  目 本市における現状 備　考

児童発達支援センターの設置 設置済 ・本市においてはいずれ

保育所等で訪問支援を利用できる体制の構築 構築済 　も整備済み。

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保 確保済 ・事業所等と連携し提供

主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 確保済 　体制の充実を図ります。

医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場を設置 設置済

医療的ケア児等支援のためのコーディネーターの配置 配置済

令和3年度 令和4年度 令和5年度

訪問などによる専門的な指導・助言（回／年） 1 1 1

地域の相談支援事業所の人材育成支援件数（件／年） 4 4 4

地域の相談支援機関との連携強化の取組実施頻度（回／年） 24 24 24

項  目
見込量

令和3年度 令和4年度 令和5年度

保健・医療・福祉関係者による協議の開催回数（回／年） 2 2 2

協議への参加者数（人／年） 30 30 30

実施頻度（回／年） 1 1 1

見込量
項  目
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(4) サービスの見込量

ア 主な障害福祉サービス イ 主な地域生活支援事業

ウ 主な障害児に対する福祉サービス等

障 害 福 祉 計 画

障 害 児 福 祉 計 画

※ 令和２年１２月１日時点暫定値

（今後軽微な変更がある可能性があります。）

※ 令和２年１２月１日時点暫定値

（今後軽微な変更がある可能性があります。）
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８　第５次呉市障害者基本計画，第６期呉市障害福祉計画及び第２期呉市障害児福祉計画（案）に対する市民からの意見募集について

（１）意見募集をする案件名

第５次呉市障害者基本計画・第６期呉市障害福祉計画

・第２期呉市障害児福祉計画（案）

（２）意見募集期間等

ア 公表日 令和２年１２月２１日（月）

イ 募集期間 令和２年１２月２１日（月）から

令和３年 １月１９日（火）まで（３０日間）

（４）意見書の提出

意見書に必要事項（意見内容並びに住所，氏名及び電話番号）を記

入の上，郵送，ファクシミリ，電子メール，電子申請又は持参（障害

福祉課及び各市民センター（支所）の窓口）により提出

（３）計画案の周知方法

ア 呉市ホームページへ掲載

イ 呉市役所２階障害福祉課窓口及び１階シビックモール（国際ソロ

プチミスト呉広場），各市民センター窓口における配布

（６）今後のスケジュール

（５）意見の公表場所

呉市ホームページ，呉市役所２階障害福祉課窓口及び１階シビック

モール（国際ソロプチミスト呉広場），各市民センター（支所）窓口

１２月２１日

１月１９日

２月中旬

３月下旬 計画及び意見募集結果の公表

２月上旬 への意見募集結果の報告

１月号で意見募集の告知
１２月中旬

案の報告
３月上旬

呉市ホームページ及び市政だより令和３年

意見募集の開始

意見募集の締切

呉市保健福祉審議会障害者福祉専門分科会

同分科会における計画案の審議

呉市保健福祉審議会からの答申

民生委員会への意見募集結果及び最終計画
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